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0. はじめに�

NPO 法人宮城歴史資料ネットワーク（宮城資料ネット）

では、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖

地震の直後から被災した地域の歴史資料への対応を進めて

きた。対象は主に個人が所蔵する未指定の歴史資料のうち、

江戸時代の古文書および明治時代以降の文書資料である。

ここでは、平成 24 年度の活動について概況を報告する。

1. 被災地からの一時搬出�

平成 24 年度は、26 件の所蔵者方での被災歴史資料の

一時搬出（レスキュー）を実施した（平成 25 年 2 月 25

日現在）。このうち 17 件は仙台市の東北大学に搬出し、

応急処置を続けている。なお昨年度までに一時搬出したも

のと合わせ、現時点で 70 件分の所蔵者の被災歴史資料を

搬出している。

1-1　津波で被災した文書史料への対応
震災から 2 年近くが経過したが、宮城県気仙沼市や同

石巻市において津波で被災した歴史資料への対応依頼が続

いている。今年度に限っても概算で 1 万点以上の文書資

料を保全している。

分量が最も多いのは、小学校所蔵の、現用文書も含めた

近代文書である。昨年の報告書でも記したとおり、これら

には現用文書も含まれており、「文化財レスキュー」の枠

を越えたものがほとんどであった。とはいえ、それらへの

公的な対応は今年度もなんらとられなかった。主に戦前期

以前の歴史的文書への対応の延長上として対応を継続した

のである。

一方で、個人所蔵の江戸時代古文書への対応が、平成

25 年に入っても続いている。そのほとんどは、被災した

古文書を、所蔵者が自ら乾燥や水洗などの応急処置を行っ

ていたものであった。今後の経過に不安があるということ

で、改めて対応を依頼されたのである。所蔵者が自ら所蔵

する古文書その他の歴史資料に愛着を持っているかどうか

が、被災した後の対応を左右することが改めて認識される

結果となった。

このような事例を踏まえ、津波で被災した文書資料で

あっても応急処置が可能であるという情報を、所蔵者や地

域に広く普及することが「次」の災害対策として必要だと

考えられる。従事する側は、応急処置・修復の技術に関す

る最低限の知識を持ち、説明できるようにしておくことが、

所蔵者からの信頼確保という点でも重要であろう。
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2・被災地での歴史資料レスキュー続く 
―NPO 法人 宮城歴史資料保全ネットワーク・平成 24 年度の活動 
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宮城県石巻市での被災古文書レスキュー
（平成 24 年 5月 21 日）

宮城県栗原市での被災歴史資料レスキュー
（平成 24 年 10 月 14 日）
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1-2　内陸部における公費解体への対応
被災各自治体では、被災建物の公費解体申請期限が今年

度内まで延長されたが、いずれも平成 25 年度内の解体完

了を前提に作業が進められている。それにともない、今年

度の後半に入り内陸部で伝統的建造物の解体が進行し、そ

れに対応した歴史資料の一時搬出が増えることとなった。

被災地における建物解体の進行について全体像を把握出

来る立場にないが、現場での印象では、人手不足などの原

因で、解体（および修繕）の進行は全般的に遅れぎみだと

感じられる。そのため、平成 25 年度以降も、解体申請済

みの伝統的建造物に対する実際の作業の進展により、多く

の被災歴史資料の消滅が進むことが懸念される。特に内陸

被災地において、歴史資料レスキュー活動についての継続

的な広報は不可欠であろう。

1-3　活動への参加者
被災地での一時搬出に際しては、宮城資料ネットのメー

リングリストで全国から参加者を募集した。前年度に引き

続き、全国から文化財保存の現場経験者や一般市民ら多く

の市民ボランティアの参加を得た。さらに、茨城史料ネッ

トなど隣接他地域の歴史資料保全ネットワークからも人的

な支援を受けた。一方、被災各地では、仙台市史編さん室

や栗原市教育委員会など地元行政、さらには石巻古文書の

会（宮城県石巻市）からの情報提供や、岩出山古文書の会（宮

城県大崎市）による宮城県大崎市個人宅における一時搬出

への参加を得ている。

2. 搬出後の対応�

2-1　応急処置
搬出後の応急処置については、主に仙台市内の一般市民

や学生を中心とするボランティアでの対応が続いている。

作業時間は、平日 5 日間の午前 9 時から午後 5 時までと

なっている。

応急処置については、昨年度に一時搬出した後、自前の

冷凍庫に保管していた江戸時代の古文書や、学校文書に対

して、泥の除去、水洗、乾燥を行っている。

2-2　撮影
津波被災に対する応急処置を終えたものや、内陸部から

搬出した文書資料については順次デジタルカメラでの全点
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仙台市でのクリーニング作業
（平成 25 年 1月 30 日）

　  （表）平成 24 年度　宮城資料ネットによる被災歴史資料レスキュー（平成 25 年 2月 25 日現在）
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撮影を実施している。今年度は 5 件分、約 93,000 コマの

撮影を完了している。

2-3　一時保管場所の確保・返却
昨年度までに保全した資料も含め、一時保管場所につい

ては、東北大学、宮城県白石市にある白石市教育委員会博

物館建設準備室の文化財保管庫を確保している。なお宮城

県教育委員会の尽力により、新年度からは仙台市内にも一

時保管場所を確保できるめどが立っている。

なお一連の活動における各種経費については、文化庁に

よる被災ミュージアム再興事業において、宮城県教育委員

会からの委託事業として確保することができた。また、国

内外からのカンパも引き続き寄せられている。記して感謝

申し上げたい。

3. 今後に向けて�

個人所蔵者の手元にある被災歴史資料の「発見」と救

済については、平成 25 年度以降も継続することが確実で

ある。行政や地域住民と連携して対応を継続し、一点でも

多くの被災歴史資料の保全に努めたい。同時に、長期に及

ぶ保全活動の根拠となる公的な位置づけは必須だと考える

が、救援委員会の解散後の状況について、現場で活動する

ものとしては率直に不安な部分があることを記しておく。

一方、今回の被災文化財・歴史資料への対応を契機に、

関係機関・各分野の専門家同士の有機的な連携が生まれつ

つある。災害対応、その他平時の文化財保全において、各

分野において可能なこと、および相互連携が不可欠な「活

動の際」の部分について、共通認識の形成を形成していく

ことが不可欠である。今年度実施した公開討論会など定期

的な議論の場が継続することを期待したい。


